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資料：厚生労働省「人口動態統計」、総務省「人口推計」 

注１：出生数及び死亡数については、日本における日本人の数値 
注２：総人口については、日本における外国人を含む。 
注３：総人口の増減は、自然増減（出生数及び死亡数）のほか、社

会増減（国内外の流入・流出）等を含む。 
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万
 

出生数 

合計特殊出生率 
第1次ベビーブーム 

（昭和22～24年） 

最高の出生数 

2,696,638人 

昭和41年 

ひのえうま 

1,360,974人 

第2次ベビーブーム 

（昭和46～49年） 

2,091,983人 

1.57（平成元年） 

1,246,802人 

4.32 

1.58 

2.14 

1.57 
1.26 

1.44 

平成17年 

最低の合計
特殊出生率 

少子化の進行と人口減少社会の到来 

○ 平成28年の出生数は97万6979人で、過去最少であった。合計特殊出生率は平成17年に
1.26を底として、やや持ち直しの傾向が見られる。 

○ 平成17年には死亡数が出生数を上回り、我が国の人口は減少局面に入った。  

平成28年 

最低の出生数 

976,979人 

H29.6.7更新 
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平成17年 平成27年 

母親が40歳以上で出産する割合 
平成17年2.0%→平成27年5.3％ 

母親の年齢（割合）の推移について 
・近年、35歳以上で出産する者が増加傾向にある。 

母親が35歳以上で出産する割合 
平成17年16.4%→平成27年28.0％ 

※：出典：人口動態調査（厚生労働省）母の年齢別にみた年次別出生数・百分率及び出生率（女性人口千対）より作成 

（出 生 数） 

（年齢） 



不妊治療の実施医療機関の指定について

 医療機関の指定等にあっては、都道府県等の長は、指定基準を定め、これに基づき、特定不妊治療を実施する医療機関として適当と認められるものを指定する。
なお、医療機関の指定基準を定めるに当たっては、厚生労働省の実施要綱の指定要件に関する指針を踏まえ、日本産婦人科学会が定めた会告等を参考にする。

厚生労働省 日本産婦人科学会

（実施要綱） （会告）
通知等 不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における設備・ 生殖補助医療実施医療機関の登録と報告に関する見解

人員等の指定要件に関する指針

１．生殖補助医療の実施登録施設の義務

①日本産婦人科学会に登録
②学会が示す施設、設備、要員に関する基準を満たす

義 務 ③実施した症例の報告
④マニュアルの整備、症例の保存・管理
⑤安全に支障を来した際には、問題を正確に学会に報告

２．施設・設備

設置 設置

①診察室・処置室（併用可）
②採卵室・胚移植室（手術室仕様） ③培養室・凍結保存設備 ①採卵室・胚移植室（手術室仕様） ②培養室・凍結保存設備

施設・設備
設置が望ましい 設置が望ましい

①採精室 ②カウンセリングルーム ③ 検査室 ①採精室 ②カウンセリングルーム ③ 検査室

３．人員配置

実施責任者（１名） 配置 配置

実施医師（１名以上） 配置（実施責任者と同一人でも可） 配置（実施責任者と同一人でも可）

看護師（１名以上） 配置（全業務のうち半分程度以上不妊治療に従事している者） 配置（不妊治療等の知識、技術を習得した者）

胚を取り扱える技術者 配置（医師あるいは、いわゆる胚培養士） 配置（医師あるいは、いわゆる胚培養士）

泌尿器科医師 配置が望ましい 連携が望ましい要員

コーディネーター 配置が望ましい 連携が望ましい要員

カウンセラー 配置が望ましい 連携が望ましい要員

４．委員会

倫理委員会 設置が望ましい 設置

安全管理委員会 設置 設置
3 



不妊専門相談センター事業 

○ 対象者  ・・・   不妊や不育症について悩む夫婦等 
 

○ 事業内容 

   （１）夫婦の健康状況に的確に応じた不妊に関する相談指導 

   （２）不妊治療と仕事の両立に関する相談対応 

   （３）不妊治療に関する情報提供 

   （４）不妊相談を行う専門相談員の研修 

○ 実施担当者   ・・・ 不妊治療に関する専門的知識を有する医師、その他社会福祉、心理に関して知識を有する者等 
 

○ 実施場所 （実施主体：都道府県・指定都市・中核市）  

      全国６５か所（平成28年7月1日時点） ※自治体単独（5か所）含む 

      主に大学・大学病院・公立病院２４か所（３７％）、保健所１８か所（２８％）において実施。 

     「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）不妊専門相談センターを平成 31 年度（2019 年度）までに全都道府県・指定都市・中核市に配置      
 
○ 予算額等  

   平成２９年度予算  １４６百万円（基準額474,500円×実施月数）（補助率 国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2） 

○ 相談実績 

   平成２７年度：２０，６２３件  （内訳：電話１０，３１６件、面接７，３０５件、メール１，６００件、その他１，４０２件） 
        （電話相談）   医師 １３％、助産師 ４５％、保健師 ２３％、看護師 ７％、 心理職等 １２％ 

        （面接相談）   医師 ４０％、助産師 ２８％、保健師 １１％、看護師 ４％、 心理職等 １７％ 

           （相談内容）   ・費用や助成制度に関すること（７，４７６件）   ・不妊症の検査・治療（５，７１１件）    ・不妊の原因（１，７３６件）               

                 ・不妊治療を実施している医療機関の情報（１，６１５件）   ・家族に関すること（１，３９４件）   ・不育症に関すること（８５２件） 

                 ・主治医や医療機関に対する不満（７９６件）    ・世間の偏見や無理解による不満（５４９件）    

 

 

２８．９．２１更新 
・平成２８年度実施担当者 
・平成２８年度実施場所 
・平成２７年度相談実績 

２８．８．２３更新 
・予算額の追加 
・一億プランの追加 

２８．１０．２０更新 
・実施担当者を実施要綱の書
きぶりに合わせた。 

○ 事業の目的   
   不妊や不育症の課題に対応するための適切な体制を構築することにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを 
   目的とする。 
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２９．１．１３作成 
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日本とフランスの婚姻制度の比較（未定稿） 
日本 フランス 

  結婚 事実婚 結婚 民事連帯契約（PACS） 
（Pacte civil  de solidarité パックス） 

同棲 
（Union libre ユニオンリーブル） 

手続き 

結婚する際には婚
姻届の提出。 
離婚する際には離
婚届の提出（協議
離婚可能）。 

手続きは不要。 
（住民票の続柄
に「夫（未届）」又
は「妻（未届）」と
記載） 

入籍の際には、多くの
書類が必要であり、時
間もかかる。 
協議離婚はできず、裁
判所を通す必要がある。 

相互の権利と義務につい
て定めた契約書を作成し、
裁判所に提出し公証しても
らう。 
契約破棄(離婚に相当)は、
両者の同意は不要で一方
からの通告のみでよい。 

手続きは不要。 

生活費分
担義務 

義務 義務 義務 義務 法的な義務なし 

子供 
母親の夫が 
法律上父親 

父親になるため
に子供の認知が

必要 

母親の夫が 
法律上父親 

父親になるために 
子供の認知が必要 

父親になるために 
子供の認知が必要 

財産 
共同で築いた財産
は共有財産 

共同で築いた財
産は共有財産 

（特別な取り決めをしない

限り）共同で築いた財産
は共有財産 

（特別な取り決めをしない限り） 

個別財産 
お互いの協議できまる 

税 
個別で税申告 
配偶者控除可 

配偶者控除不可 共同課税 
分離課税、共同課税を選

択可 
別々に申告 

相続 
自動的に相続権利

発生 
遺言で指名必要 自動的に相続権利発生 遺言が必要 遺言が必要 

遺族年金 受け取れる 
法律上の配偶者
がいなければ受
け取れる 

受け取れる 不可 不可 

出典：ホームページ情報（http://www.franceplusplus.com/2016/10/jijitukon/）を元に一部改変 
6 



日本 アメリカ 
（ニューヨーク市) 

イギリス フランス ドイツ スウェーデン 

事実婚に 
関する法律 

なし あり 
Domestic 
Partnership Law 

なし あり 
Articles 515-1 
a`515-7 du code 
civil 

なし 
 

あり 
Cohabitees Act
（2003:376） 

法律に規定
された権利・
義務関係 

結婚とほぼ同
じ。 
（遺産相続権、
所得税の控除
を除く。） 

裁判所に提出し
た契約書の内容
に準ずる。 

同居を開始（同じ
住民票に名前を
記載）した時点か
ら、同居解消後の
住居の折半義務
が発生する。 
 

手続き 

なし  
 

（住民票記入
の際、「妻（未
届）」とする。） 

あり 
 

（申込書に記入
し、ＩＤを提示し
た上で、市に申
請する。） 

なし  
 

（同居解消後
のトラブルを防
止するために、
任意で契約を
結ぶ場合があ
る。） 

あり 
 

（契約書を作成
し、裁判所（市庁
舎）に提出。公
証人が必要。） 

なし 
 

（住居に関する法
律により、パート
ナーの死後、同じ
家に住み続ける
ことができる。） 

なし 
 

（同じ住民票に名
前を記載するの
み。住居の折半
義務を回避する
ために、任意で契
約を結ぶ場合が
ある。） 
 

諸外国における事実婚の概要について（未定稿） 

出典：各国ＨＰより 
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